
安佐市民病院活用方針全体概要 
 

１ 各機能の配置 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

２ 各機能について 

機能 内容 現在の状況等 

①  

・区の魅力を紹介する案内所、展示ギャラリー等があり、地

域住民の交流・活動拠点となる施設（協議会から提案）。 

・標準的な公民館のホールより大規模な施設とすることに

より、若者から高齢者まで幅広い世代が多目的に利用でき、

地域間の交流・連携を促進し、広域的で効果の高い取組を

行うことができる。 

⇒上記の活用方針を踏まえ、舞台等の必要最低限の設備以

外は、体育館としての機能を活かすこととして、広く安佐

北区民が利用できる施設とすることとなった。 

 建築確認申請手続き

中。 

今後、管理方法も含

め、導入する機能を検討

していく。 

②  

・子どもや家族が楽しめる常設の屋内施設や、北館に整備

される病院の利用者をはじめとする保護者が一時的に乳幼

児を預けることができる施設（協議会から提案）。 

・公募型の常設オープンスペースを配置する。 

 建築確認申請手続き

中。 

 今後、運営事業者を公

募する。 

③  
・若者を地域に呼び込み、定住人口の増加や地域コミュニ

ティの活性化を促進するため、「医療・福祉系等の教育機関」

を公募により誘致する。 

 サウンディング調査

に向けて準備を進めて

いる。 

④  

・大型の遊具や芝生広場、屋根付き野外ステージを備えた、

子ども連れの家族がゆっくり楽しめ、安佐北区全域から親

子連れが集まるような施設（協議会から提案）。 

・現区民文化センター等の建替え候補地となることを確実

に担保するという観点に立った施設整備を行う。 

・地域による主体的な取組を行うことができる小規模な「産

直市場」を整備する。 

 今後、整備する機能に

ついて協議会で検討し

ていく。 

※区民文化センターの

移転候補地であること

から、堅牢な建物等の建

築はしない。 
 

３ スケジュール 

区分 令和元年 令和 2 年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

北館 

コミュニティ 

センター 

      

南館 

多目的広場 

      

 

  
 

●運用開始 

工事 
実施設計 

●運用開始 

実施設計 
基本設計 工事 

ルールづくり 

具体的運営方法 

ルールづくり 

具体的運営方法 

① コミュニティセンター（北館） 
② 子育て支援施設（北館） 
③ 教育機関（南館） 
④ 多目的交流広場・産直市場（南館） 

① 

③ 

約 14,500 ㎡ 

④ 

約 4,000 ㎡ 

② 


